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フローリングの「メンテナンスについての考え方」と「取扱い説明書」 

適用：オイル現場塗装品 

      

 

１． ご使用上の注意 

 木のフローリング材は水拭き厳禁です。 

木材にとって水や湿気は大敵です。床材の表面は塗装されており、表面から水などの浸入は防ぎますが、

継ぎ目は塗装されていませんので、水や洗浄剤（クリーナー）などの液体が浸入し、床材の反りや膨れ、 

床鳴りなどのトラブルの原因となります。 

（※剥離剤などの液体にも同様の可能性がございます。） 

万が一水をこぼしてしまったなどの場合は、水分をすぐに拭き取り、よく乾かして下さい。 

湿気を含んだマットなどは置き放しにせず、湿気がこもらないようにご注意下さい。 

 

２． 清掃のご注意 

フローリング材表面はオイル塗装されていますので、普段の掃除は掃除機や化学雑巾のから拭きで充分です。 

汚れが付いた場合は、「専用オイルリフレッシャー」をお使い下さい。 

汚れた箇所にオイルリフレッシャーを塗布し、柔らかい布で床面をこすってください。 

（オイルリフレッシャーは、お引き渡し時に 1 セットお渡しさせて頂きます。） 

 

３．床面の保護 

      使用頻度にもよりますが、フローリングにオイルの再塗布を 1 年に 1 回の頻度で塗布して頂くと、美しく長くご使用

頂くことができます。（ただし、３年目以降は施設の使用頻度により、２～４年に一度程度です。） 

※樹脂ワックスは使用しないで下さい。 

樹脂ワックスはウレタン塗装用のワックスの為、オイル塗装に使用すると床の風合いが変わるだけではなく 

樹脂ワックスの水分により反りや膨れ等のトラブルの原因となります。 

 

４．その他の注意事項 

       フローリングが黒く変色することがございますので、フローリングに酸性・アルカリ性洗剤を使用しないで下さい。 

 

販売・ご相談先：株式会社昭和洋樽製作所  

増山 和虎 

TEL：06-6492-1328  

FAX：06-6492-1566  
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